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母 系 社 会 に お け る 忌 避 行 動

・ミクロネ シア ・サ タ ワル社会 の親 族体系(1>

須 藤 健 一*

Avoidance Behavior in Satawalese Society

Ken-ichi  Sun()

   Among the inhabitants of Satawal, Central Caroline Islands, 
the norm of avoidance behavior is strictly defined in particular 
interpersonal relationships. This article attempts to clarify the 

principal characteristics of Satawalese kinship behavior. The 
fieldwork on which this paper is based was conducted from June 
to September, 1978 and from May, 1979 to March, 1980. 

   Satawalese Society is composed of 8  yayinang (matrilineal, 
exogamous, nonlocalized clans), segmented into 16 lineages. 
Satawalese kinship terminology is a variant of the Hawaiian type. 
Kin terms are used only in reference and personal names are used 
in address. The relationship terms in use  are  : 

      Satawalese English 
    saam "father" 

 yiin "mother" 
 tukufityiy or  mwâânennap "mother's brother" 

      pwii "same sex sibling" 
        mwengeyang "opposite sex sibling" 

    naay "child" 

 fateiw "sister's child" 
 kOzvui "brother-in-law" 

 Ides "sister-in-law" 

 punintiw "spouse" 
It should be noted that the "line" which includes mother's brothers 
and sister's children is distinguished from others. 

   The Satawalese distinguish three categories of avoidance 
 behavior  : yepin me  zithOn "it  i  s taboo from above", pininmwengeyáng 

"taboo between opposite sex siblings" , and kkepasepin "taboo word".

*国 立民族学博物館第4研 究部
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須藤　 母系社会における忌避行動

 Y  epin me  wciOn consists of respect and avoidance patterns called 
 kkepaseyawaawa "respect words",  yangettz me  w6On "restriction on 

touching another's body", and  yOppworo "stoop" or "crouch". 
Pininmwengeyang is the taboo which prohibits a woman from using 
a vessel from which her brother has drunk or has put  his mouth to. 
This taboo also prohibits a woman from touching baskets, mats and 
clothes that her brother uses, and showing her unworn loinclothes 
and the tattoo carved on her  thighs. A brother and his sister are 
forbidden to use sexual words with each other. Kkepasepin is the 

taboo between men and women that forbids them state the names 
of sexual organs or to talk about excretion. 

   The kin and affine categories affected by yepin me  wOOn differ 
among men and women. If ego is man, he must observe it against 
tukufayiy, son of  tukufayiy, pwii, who is older in relative age, and 

 kOzozzi. If ego is a woman, she must observe it against mwengeyling, 

pwii, who is older in relative age. Being concerned with pinin-
mwengeyang, a woman must mainly observe taboo against mwengeyang.

1.は じめ に

1,問 題 の所 在

2.調 査 地

∬.関 係 名称

1.親 族 名称

2.姻 族 名称

　3.yafakur.

皿.禁 忌事 項 の 種 類 と制 裁

　1.yepin　 me　woon

　2.pininmwengeyang

　3.　kkepasepin

4.制 裁

IV.忌 避行動と親族カテゴリー

　1.忌 避行動としての禁忌

　2.忌 避行動と社会的地位

3;忌 避行動の性格

V.お わりに一 まとめと結論一

1.は じ め に

　 1.問 題 の 所 在

　サタワル社会の対人関係において我われの目をひく点は,日 常生活の諸分野にわた

って厳格に規定された複雑な行動規範が設定されていることである。それは,個 人が

特定の関係にある人 と接触するさいに要求される一種の"礼 儀作法"で ある。具体的

には,相 手に対することばつかい,接 しかた,姿 勢のとりかた,相 手の持ち物の借用

法など,相 手に対 して守るべき行動についての規制である。

　個人が対人関係においてとるべき行動 パターンは,自 己と相手 との相対的な社会
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的地位によって決定されるものである。 ミクロネシア には,社 会階層の分化 によっ

て特定の称号が社会的地位に付与され,序 列化されている社会も多く見 い だ され る

[MuRDocK　 I948;MAsoN　 l968]。 しかし,ト ラック諸島および中央カロリン諸島

では,首 長clanと 平民clanが あるものの,特 定の称号があたえられ,明 確iに序列

化された社会的地位(身 分)は,存 在 しない。 このような,比 較的"平 等"な 社会構

成を特徴とするサタワル社会での地位を決定する要因は,主 として,自 己の系譜上の

位置,性,世 代,年 齢などである。それ らの要因に基づ く個人の社会的地位は,基 本

的に,親 族および姻族関係者間で問題にされ,複 雑な行動規範を規定する基準とされ

る。

　本稿では,行 動規範のうち,い わゆる社会人類学で"忌 避"(avoidance)と よばれ

る行動パターンに関連する分野をおもにあつかう。というのは,サ タワル社会では,

対人関係において,あ る個人と他者とのあいだに,さ まざまな禁止事項をともなった

形式ばった接触のしかたが多 く規定されているからである。二者間に一定の社会的距

離がおかれる行動パターンは,サ タワル社会の親族行動の大きな特徴の一つとしてあ

げることができる。 このような,複 雑な行動規範が設定されている人間関係の分析を

とおして,サ タワル社会の親族体系の性格を明らかにすることが,本 稿の目的である。

　筆者はすでに,カ ヌーの建造および所有をめぐる社会関係の分析をとお して,サ タ

ワル社会の親族体系についての報告をおこなった[須 藤　 1979]。 本論の考察もそれ

に続 くものであり,サ タワル社会の行動規範に関する詳細な記述に基づ く事例研究で

ある。従来,中 央カロリン諸島においてなされてきた親族研究は,親 族組織の構成原

理や土地所有形態がおもなテーマとしてとりあげられてきた[ALKIRE　 l　965,1971]。

しかし,対 人関係における行動規範を視野にいれた親族行動に関する研究は,な され

ていない。筆者のエクステンシィブな調査によると,中 央カロリン諸島か らトラック

諸島にかけての多 くの社会では,性 格は若干異なるが,サ タワル社会で観察されたと

同種の対人関係における行動規範がみいだされる。それ らの社会との比較研究を進め

るうえでも,サ タワル社会の行動規範についての具体的な事例の提示が必要となろう。

2.調 査 地

　サタ ワル島は,ミ クロネシア,中 央 カロ リン諸 島に位置する周囲約6kmの 隆 起サ

ンゴ礁の小 島である。入 口は,492人(1980年1 .月1日 現在)で,94世 帯 よ りな る。

　サタ ワル社会 では,8つ のydyinangと よばれ る母系出 自集団よ り構成 され,個 人

はそれ らの うちどれか ユつ に帰属 している。2dyinangは,そ れぞれ,特 定の名称を も
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ってお り,も っとも系譜 がた どれ るもので8世 代 までであ る。 それ らは,16の 下 位集

団 に分節化 してお り,こ れ らの下位集団が財産 を保有す る基本的な単位 とな って いる。

下位集団を構成するのは,3～4世 代間の系譜関係 がたどれ る同 じyayinangの 成 員で

ある。 この成員が共住す る区域 は,Pwukosと よ ばれ,そ の名称 には居住地 の地 名が

つけ られ る。Pwukosに 居 住ナ る人び とは,妻 処婚の居 住様式 をとるた め,yayinangの

女 性成員 と彼女 たちの夫,お よび彼 らの子女,未 婚 の男子 と女子成員,養 入 したほか

のyayinang成 員 である。

　 それ らのyayinang成 員 は,サ タ ワル 島だけにかぎ らず ほかの島 じま にも居住 して

い る。異 な った島 に居住す るそれ らの成員 は,相 互 の系譜関係を明確 にた どれ るもの

か ら,yayinangの 名称 だけを知 って いるものまである。 しか し,同 じyayinangの 成

員 である ことが認知 されるかぎり,お 互いに助け合 わなければな らない とされてお り,

また,相 互の婚姻 はイ ンセス トとみなされる。 この ように,yayinangと よばれ る母

系出自集団 は,財 産を共有 し日常的生活をお くる集団 の レベルか ら,系 譜関係 がたど

れないが名称を同 じくする人 び との関係認知の レベルまで,そ の示す内容 は多様 であ

る。ノdyinangに つ いての論述 は,別 稿 を予定 しているが,本 稿であつか う対人 関係 に

お ける行動規範 の考察のための分析概念 と して,こ こでは,yayinangを つ ぎのよ うに

規定 してお く。ydyinang　 一 般について言及す る場合に は,　clan,財 産 を共有す る共体

的集団(corporate　 group)す な わち,サ タ ワル社会 でみ られる16の 下位集団を指 す場

合 には,lineageと い う用語をそれぞ れあて ることにす る。

　本稿 であつか う基 礎資料 は,現 地調査 に基づ ぎ サ タワ ル語 と英語 とによって収集

された。 ミクロネシア諸語,ト ラック系言語 に属 す るサタ ワル語 の表記法 は,表1と

つぎの原則 に従 う。

表1サ タ ワ ル 語 音 声 表 記

(1)母 　音

㈲　子　音

狭

前 狭

広

閉鎖音

摩擦音

鼻　音
ふるえ音

そり舌共鳴音

半母音

前舌

　i

e

ム

両唇音

ppw

　 f

中舌

丘

　6

a

後舌
u

0

6

歯茎音　硬口蓋音　軟口蓋音
t

S

mmw　 　　　n

r

ch

壬

y

k

ng

W
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　 (1)母 音 は,i,　e,　a,丘,6,　a,　u,　o,6の9個 であ る。長母音 は,　ii,　ee,　aa,66な ど

　　 のよ うに して表わす。

　 (2)子 音 は,ch,　 f,　k,　m,　mw,　 n,　ng,　P,　pw,　r,　f,　s,　t,　w,　yの15個 で ある。 重複

　　子 音は,ff)kk　 cch,　mmw,　 nng,　PPwな どの ように表わす。

　 (3)pw,　 mwは,そ れぞれ,　pお よびmの 硬口蓋化音であ る。

　 なお,本 研究 は,文 部省 科学研究費補助金(海 外学術調査)の 交付 を うけて,予 備

調査 を1978年6.月 か ら9月 にかけて,本 調査を1979年5月 か ら1980年3月 にか けて,

本 館 の石森秀三(第4研 究部助手),秋 道智彌(第2研 究部助手)と 共同 でお こな っ

た 「中央 カ ロリン諸島 における伝統 的航海術の民族学的調査」の一環 をなす ものであ

る。

亜.関 　係 　名　称

1.親 族 名 称

　 サタ ワル社会で は,日 常生活 において人び とが他者 に呼 びか ける場合 に,相 手の個

人 名(固 有 名詞)が その まま用い られる。 た とえば,子 どもが 自分 の父,母 に話 し

かけ るときで も,Namonik,ク ∫∫o　mwongo(「 ナモニ ック,来 て食べ なさい」)と か,

Ratomai,　 opwe noyiya(「 ラ トマイ,ど こへ行 くの」)と い うよ うに,　Namonik,　 Ra-

tomaiと そ れぞれ,父,母 の個人 名を呼びすて にす る。 この呼びかた は,自 分の兄弟

姉 妹や祖父 ・母 に対 して も同様 である。 また,自 分 の親族関係者を呼ぶときと非親族

関係者に話 しかけるときとで も,何 ら区別 され ることな く,相 手の個人 名(洗 礼名で

呼びか けられる場合 もあるが)が 呼びかけの ことば として用 い られ る。 このことは,

サ タワル社会 には,他 者 への呼 びか けの ための名称,す なわち,呼 称名称(address

terms)が 存在 しない とい う特徴を示す ものである。

　 しか し,自 分 と他者 との親族関係 を第三者 に説明す る用 語は存在 する。 そ れ は,

ngang nowumw(「 私 はあなたの 子供である」)と か,　iy　semay(「 彼 は私の父 である」)

と いうよ うないいかた をす るときに用い られ る。 このよ うな,自 分 と他者 との親族関

係を 同定す る名称,す なわ ち,指 示名称(referential　 terms)が サタ ワル社会 におい

て,人 び との会話 にあ らわれ るの は,第 三者 に二者 の関係 を示す ときか,相 互 に系諸

関係を確認 ・認知す るときであ る。 サタワル社会の指示 名称 は,図1,表2の とおり

で ある。

　 名称体系を分析す るさいには,世 代,性,系(line),相 対 的年齢(relatiVe　 age)の
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区別がな されて いるのか否かが,ふ つ う検討の基準 となる。 この親族名称体系 にお い

て は,相 対 的年齢 は区別 されていないが,世 代,性 および系 に関 して は,つ ぎのよ う

な特性があ る。

　 (1)親 族 関係 は,世 代,性(相 手 の性 および話者 の性)と 系に基 づいて,saam,　 ]zzn,

　 　 tukufayiy(mwaanennap),　 Pwii,　mwenge1ang,　 naay,fatuwの7つ の名称で類別 され

　　 る。

　 (2)自 己(Ego)の 上 位世代で は,母 系の男性 を除 くと,世 代深度 に関係 な く男性 は

　　saam,女 性 はyiinの 名称で示 され る。 つま り,世 代 が上の母系 の男性 の系だ け

　　 が他 の系 と区別 され,tzakufayiな い しmwaanennaPの 名称 で指示 され る1)。 す な

　　 わ ち,F=FB=FF=MF=FZH　 ==MZH,　 M=MZ=FZ=MM=FM=FBW

　 　 =MBW,　 FB≠MBで あ る。

　 (3)自 己の世代で は,名 称 が系 に関係な く,話 者 と相手 との性によって区別 され る。

　　 話者 と同性の相手 にはPwii,異 性 のそれにはmwengeyangの 名称 が用 い られ る。

　　 すなわち,B=・FBS=MBS,　 Z=FBD==MBDで あ る。

図1　 親族関係図(若 干の姻族を含む)

　　　 注 数字は,表2と 対応する。

1)現 在,サ タワルの親族名称において,MB,　 MMB,　 MMZSな どを言及するのにtukufdyiyと

mwaanennapの2語 の名称が用いられている。　mwaanennapは,ラ モ トレク島やオレアイ島など

の西方の島からの借用語であり,「 大きい男」の意味を表わす。tukufayiyは,サ タワルの伝統

的な名称で,男 女の区別なく「老人」を意味する。人びとの会話で,MBな どを指示する場合

に,最 近では,mwaanennapが 多用される。
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表2関 係 名 称 と カ テ ゴ リ ー

名 称 直 訳 カ　　テ　　ゴ　　リ　 ー

1.　 saam

2.　 yiin

3.　 tukufayiy

　 (mwaanennap)

4.　 pwii

5・mwengeyゑng

6・　 naay

「父」

「母」

「老人」　 (「大きい男」)

「兄弟」ないし 「姉妹」

同 上

「子」

F,FB,　 FF,　MF,　 FZH,　 MZH,　 MMZH,　 WF,

WMF,　 WFF,　 WFB,　 WMB,　 WMZH,　 HF,

HMB,　 HMZH

M,FZ,　 MZ,　 FM,　 MM,　 MMZ,　 FBW,　 MBW,

MMBW,　 MMZD,　 WM,　 WMM,　 WFM,　 WMZ,

HM,且MM,　 HMBW

MB,　 MMB,　 MMZS

(MS.)B,　 FBS,　FZS,　 MBS,　 MZS,　 MMZSS,　 　 　 MM
ZDS,　 WZH,

(W.S.)Z,　 FBD,　 FZD,　 MBD,　 MZD,　 MMZSD,

　 　 　 MMZDD,　 HBW

(M.S.)Z,　 FBD,　 FZD,　 MBD,　 MZD,　 MMZSD,

　 　 　 MMZDD,(
W.S.)B,　 FBS,　 FZS,　 MBS,　 MZS,　 MMZSS,

　 　 　 MMZDS

C,BC,　 FBCC,　 FZCC,　 MBCC,　 CC,　 ZCC,

WZC,　 WBC,　 HBC,　 HZC

7.　 fat丘w 「甥」ないし 「姪」 ZG,　MZDG,　 MMZDDC

8.　 k6wuf

9.kees

「義兄弟」 (M.S.)WB,　 WMZS

「義姉妹」 (W.S.)HZ,　 HMZD

10・　 pwunuw 「妻」ないし「夫」
(M.S.)W,　 WZ,　 WMZD,　 BW

(W.S.)H,　 HB,　 HMZS,　 ZH

注)略 号 は つ ぎ の と お りで あ る。

　 　 F　・=　Father,　 M　 ・Mother,　 B=Brother,　 Z　==　Sister,　 S　・=　Son,　 D=Daughter,　 C=Child,

　 　 H・ ・Husband,　 W=Wife,　 M.S.=・ 　Man　 Speaking,　 W.S.=Woman　 Speaking,

　 　 el=elder,　 yo　==　younger

(4)自 己の下位世代で は,同 一clanの 女 性 キ ョウダイのコ以外 は,世 代 と性を区

　　別せず,す べてnaayの 名 称で言及 され る。 自己が男性の場合 のみ,同 一一一　clanの

　　女性 キ ョウダイの コは,fatliwの 名 称で示 される。すなわ ち,　C=BC=FBDC=

　　 MBDC,　 BC≠ZCで あ る。

　 このよ うな名称体系 は,イ トコ 名称の 特徴(B=FBS=MBS,　 Z=FBD=MBD)

か ら,一 般 にハ ワイ型ない'し世代型の体系 として分類 されてい る[MURDOCK　 1949:

123]。 しか し,サ タ ワルの親族 名称体系 を全体的 に検討 する と,1世 代上 で はMB

が,1世 代 下で はZCが それぞれほかの系か ら区別 され,強 調 されている点が注 目さ

れ る。 この母系 の系のなかで も,と くに,MBとZCが 強 調 されている という点か

ら,親 族名称によって指示 され る親族 カテゴ リーにおいて,そ れ らのあいだに,特 殊

な親族行動の規範が設定 されている ことが予想 される。
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須藤　 母系社会における忌避行動

　 7つ の親族 名称 が適用 され る親族関係者の範 囲は,自 己世代 を例 に とると,第2イ

トコが その外縁 となってい るようである。 しか し,母 系を とお して系譜関係がた どれ

る親族(血 族)関 係者 において は,そ の限 りではない。クdyinangと よ ばれ る母系出自

集団の成員 は,相 互 に系譜関係 が認知 されれば,共 有す る女性祖先 の世代深度 に関係

な く,7つ の名称 によって指示 される。 サタワルの クdyinangで,女 系 の系譜がた ど

れ るもっとも古い女性祖先 は,8世 代前 にお よぷ。 また,こ れ らの名称 は,島 に住む

yayinang成 員 にかぎ らず,他 島にいる同 じクdyinang成 員 にも適用 され る。 このよ う

に,サ タ ワルの親族名称 が適用 され る親族 カテゴ リーの範囲は,母 系以外 の系 が介在

す る場合,自 己の世代においては第2イ トコ,母 系を とお して系譜 がた どれ る場合 に

は,系 譜 関係 が確認 され る親族すべて とい うことにな る。

　 表2に 掲 げた7語 の親族 名称 は,そ れぞれ,チ チ,ハ ハ,ハ ハ の異性 キ ョゥダイ,

同性 キ ョウダイ,異 性 キ ョウダイ,異 性 キ ョウダイの コ,コ を示 す語 の独立形 ない し

一般名称であ る。 これ らの語彙が,実 際 に使用 される場合 には,2種 類の用法があ る。

一つ は,第 三者 に自己と他者 との関係を,「 彼 は私のチチであ る」 とか 「あの人 は,

彼 らのハハで ある」 というように,二 者 の関係を直接 的に説明す る方法である。二つ

め は,「 私 と彼 はキ ョウダイの関係 にある」 とか,「 彼 らと私た ちはコの関係 にある」

とい うよ うに,二 者の関係性 を包括的に説 明す るや りかたで ある。

　 前者 の場合 は,各 名称 の語幹の語尾 に,所 有格を表わす接尾辞をつける。 この接尾

辞 は,人 称 によって規則 的に変化す る。 た とえば,私 のチチ とい うときに は,第 一人

称 の所有格を示 す接尾辞 ッ をsaamの 語 幹 につけてsem4ipと す る。一そ して,第 二人

称 は,5〃 η伽 ω,第 三人称 は,seman,複 数人称 の場合 は,semar,　 semammam,　 semami,

semeerと い うよ うに変化す る2)。 この例か らうかがえるように,語 幹 に規則 的に,-y,-mw

,-n,-r,-mmam,-mi,-rの 接 尾辞をつけ ることによって各人称 の所有格を表わす

　 (表3参 照)。 この用例 を前で2例 ほど示 したが,「 私 はあなたの異性 キョウダイであ

る」というときは,ngang　pwiimwと し,　pwiiの 語幹 に-mwの 接 尾辞をつけて表わ

す。後者 の二者間の関係性 を説明す るさいには,名 称 の語 の独立形を重複 させ る。た

とえば,「 私た ちはキ ョゥダイである」 という場合,kir　 si　pwiipwiと い うようにpwii

を重 複 させる。 また,「 私 たちは(私 とAは)チ チ とコである」 とい う場合 は,「 私

2)複 数の第一人称の所有格を表わす場合,inclusiveな 用法とexclusiveな それとが区別されて

いる。 前者は,話 者と相手 とを含めたいいかたで,「 私たちの子供とあなたがたの子供」を指

示するときには,nayntで 表わされる。後者は,話 者のがわのみを指すいいかたで,「私たちの

子供」というときには,吻 加如 の形になる。 このように,η鰐 の語幹に,チー覗如 の接尾辞

をそれぞれつける。ただし,接 尾辞 一mmamは,　 ndyimamの よ うに,接 尾辞の直前の母音が長

いときには,-mamと なる。
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表3所 有 格 を 表 わ す 関 係 名 称、の 語 尾 変 化

名 称

人 称 単'数

- Á II 二 人 称 三 人 称 一 ,二 人 称

複 ・ 数

一 人 称 二 人 称 三 人 称

 

1  . 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 10.

saam 

 yiin 

 tukuf  áyiy 

pwii 

mwengeyáng 

naay 

fatúw 

 kówul: 

kéés 

pwúnúw

semáiy 

yináy 

 tukufáyiyái 

pwiiy 

 mwengeyáy 

náyiy 

fatúwáy 

 kówufuy 

kéésáy 

pwúnúúwáy

semómw 

yinómw 

 tukufáyiyómw 

 pwiimw 

mwengeyómw 

nówumw 

 fa  túwómw 

 kówuí-umw 

kéésómw 

pwúnúúwómw

seman 

yinan 

 tukuf  áyiyan 

pwiin 

mwengeyan 

nayún 

fatúwan 

 kówuí-un 

kéésan 

pwúnúúwan

 semaí 

 yinaí 

 tukufáyiyaik 

 pwiií 

mwengeyaf 

 nayúí. 

 fatúwaí 

 kówuím'r 

 kéésaí 

 pwúnúúwaí-

semámmám 

yinámmám 

tukufáyiyámmám 

pwiimám 

mwengeyámmám 

nayimám 

fatúwámmám 

 kówuíummám 

kéésámmám 

 pwúnúúwámmám

semámi 

 yinámi 

tukufáyiyámi 

pwiimi 

mwengeyámi 

 nayimi 

fatúwámi 

 kówutumi 

kéésámi 

pwúnúúwámi

semeer 

yineer 

 tukufáyieer 

pwiir 

mwengeyeer 

nayúúr 

fatúweer 

 kówu'ruur 

kééseer 

pwúnúúweer



須藤　 母系社会における忌避行動

はAを チチと し,Aは 私を コとす る」とい うよ うな表現形式を とり,ngang　 i　samesam

A　nge　A　e　naa1na7　 ngangで 表 わされ る。　このよ うに,二 者間の関係 性を示す ときに

は,各 親族 名称 は,samesam,2ine2iin,　 Pzviipwi,η α妙η妙 というふ うに,そ れぞれ の名

称 の独立形 を重複 させ る。 これ らの重複 された語彙 は,語 尾 に,所 有 格を表わす接尾

辞 をつけることはない。

　 また,上 記のよ うな,親 族名称の類別的用法 と同時に記述的 に二者間の関係 を指示

する しかた もあ る。 この場合 は,所 有格 の形の語彙をつないで関係を説明するや りか

たである。すなわ ち,我 われが,オ ジを説 明す るの に父 の兄弟 と指示す る方法で ある。

サタ ワルの名称体系 では,saamの カ テゴ リーに類別される父の兄弟を指す ときには,

Pwiin　semai(私 の 父の同性 キョウダ ィ)と 表現す る。 また,自 分 の母方の同性 イ トコ

を指示す るときには,naydin　pwiin(mwengayan)yindyな ど の形で表現す る。

　 サタ ワルの人び とは,7つ の名称で示 される親族 カテゴ リーにある人 びとを,自 己

と同 じclan成 員 と非成員 とに区別する場合 には,そ れぞれの親族名称 に修飾 語を付

加す る。 自分 と同 じclan成 員 で同性 キ ョウダイを示す場合 には,3ψ θん6痂 鋼 妙,異

な るclanの そ れにはtetenin　Pwii}と い うようにsi　ekin,　tetenの 語彙 が用 い られ る。

sipekinは,「 真 の」 とか 「ほん とうの」 とい う語意の形容 詞で あり,　tetenは 「系統」

とか 「地位」を表わす名詞である。sipekinin pwiiyで 類 別 され るカテゴ リーは,自 己と

母親を同 じくす る兄弟だ けでな く,clanの 同世代 の同性 キ ョウダイす べてを含む 。こ

の ことは,同 母兄弟 と母系 の類別的キ ョウダイ とを区別 しな いことを示す もので ある。

　 以上でみたよ うに,サ タワ ルの親族名称体系 は,呼 称名称(address　 terms)が 存 在

せず,指 示名称(referential　 termS)の 体 系 が,ハ ワイ型 と して分類 され うる。 しか

し,MBとZCの 系 が強調 され,　MB≠FB,　 BC≠ZCを 特 徴 と している ことか ら,

系 が区別 され る体系 とみなす ことがで きる。

2.姻 族 名 称

　サタワルの関係名称には,親 族名称と姻族名称とを区別しないもの(た とえば,F

とMZH,　 FZH,　 MとMBW,　 FBWな ど)が ある。 ここでは,自 己の婚姻によって

生ずる姻族関係者の名称と,養 取および父母の再婚などに基づ く関係者の名称を中心

に述べることにする。自己の婚姻を契機にして結ばれる姻族関係者を指示する名称に

は,二 種のタイプがある。一つは,自 己の姻族関係者を親族(指 示)名 称によって示

す方法であり,も う一つは,そ れを親族名称 とは異なる特定の名称によって指示する

やりかたである。
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図2　 姻族関係図(Ego:男 性)

　 　　 注　数字は表2に 対応

図3姻 族関係図(Ego:女 性)

　　　 注 数字は表2に 対応

　 第一 のタイプ は,自 己を配偶者の位 置におき,配 偶者 がその親族 関係 を同定す る名

称をそのまま適用す る方法 である。 これは,お もに自己の配偶者 より上位世代者お よ

び下位世代者 を指示す るさいに用 いられる。図1,図2,図3を 参考にする と,saam

の カ テゴ リーには,WF,　 WMF,　 WFB,　 WMB,　 MZH,　 FZHな どが含 まれ る3)。Jviin

の 場 合 も同様 の原則 で,配 偶者 の ク伽 の カテゴ リーの女性 はすべ て,自 己にとってハ

ハである。 また,下 位世代者 に対 しては,配 偶者 の同世代の親族 関係者(Pwii,　 mωenge-

yang)の コ は,『自己にとって もnaayの カ テゴ リーにな る。 た とえば・WB　 C,　WZ　 C,

3)配 偶者のMBは,'takafdyiの カテゴリーには含まれず,　saamの 名称が適用される。この用

法は,下 位世代者に対 しても同様で,配 偶者のZGは,　 fatdiwの 名称ではなく,naayの 名称で

言及される。このことは,MB,　 ZCの カテゴリーは,婚 姻によって変わる性質でないことを示

している。 また,MBとZCの カテゴリーは,養 取によっても変更されない。つまり,養 母

の男性キョウダイは,tukufh2i?と はみなされずsaamの カテゴリーに含まれる。養子関係に基

づく女性キョウダィの子供も,声 彪ωではなく加⑳の名称で言及される。これらのことから・

雌吻 ψ,力`如 は,自 己の親族関係に基づいてのみ指示される名称であり,姻 族には適用され

ないという特性がある。
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WZDH,　 WBSWな どであ る。

　第二 のタイプ は,姻 族 関係者 を指示す るさいに,親 族名称 とは異なる関係名称 で言

及 する方法であ る。 この名称 の特性 と してつ ぎの3点 を指摘す ることがで きる。

　 (1)自 己の配偶者 は,Pwdindwの 名称で言及 され る。 この カテゴ リーには,話 者 の

　　 性別に関係 な く,自 己の配偶者 の同性 キ ョウダィが含 まれ る。た とえば,自 己が

　　 男性な らば;W,WZ,　 WMZDな どを さす。

　 (2)自 己が男性 の場合,自 己の妻 の異性 キ ョウダ イは,層 ω撹〆の名称で指示 され る。

　　 たとえば,WB,　 WMZSな ど である。

　 (3)自 己が女性 の場合,自 己の夫の異性 キ ョウダ イは,膨5の 名称で指示 され る。

　　 た とえば,HZ,　 HMZDな ど である。

　 このよ うに,配 偶者 の親族関係者 は,ま ず配偶者 と異性の場合 には・話者の性別 に

よ って2種 類のカテゴ リーに類別 され る。そ して,自 己の配偶者 と配偶者 の同性 キ ョ

ウダイ とを区別 しない とい う姻族名称の特性 は,自 己と配偶者 の ρ纏 との婚姻 が潜

在的 に許 されているとの解釈がな りたつといえ よう。

　 つ ぎに,同 母異父 および同父異母 の関係 にある人び とを指示す る名称 について述べ

る ことにす る。同母異父 キ ョウダ ィは,そ れぞれ話者の性別 に基 づいて,Pwii,　 mwenge-

yangの 名称 で指示 され る。 テれに対 し,異 母同父 キ ョウダイ の関係 は,　Pωiipwi　ni

woei　saam(「 父 によるキ ョウダ イ」)と 説明づけ られるが,名 称 においては,話 者 の性

別によってpwiiな い しmwenge1angの 名 称で指示 され る。 また,養 取 によるキ ョゥダ

イー関係 は,pwiiptoi　 ni　mtog　mwe:　t)(「 養 子1こよるキ ョゥダイー関係」)と いわれ るが,名

称 においては,話 者 の性 に基づ いてPwiiな い しmwengeyangで 言 及 され る。

　 このよ うに,同 母異父,同 父異母および養取 による親族関係すなわ ちstep　kinの 関

係 に基づ く関係 名称 には,親 族(指 示)名 称が適用される。 しか し,異 母 同父,養 取

による親族 関係 は,「 父による関係」,「 養子 による関係」 を表わす ことばで特定化 さ

れ る。

3.yafakur

2afakalrは,個 人 と父 のyayinangと の関係を示 す名称であ る。 つま り,あ るyayinang

とそ の2dyinangか ら婚 出 した男性成員の子 どもたちとの関係を包括 的に表 わ す 名称

であ る。 た とえば,自 分の父 が,Neyaar　 yayinangの 出身であれば,　ngang　yafakuran

Neyaar(「 私 はNeyaar　 clanの ア ファクルであ る」)と い うよ うに説明する。yafakur

は,個 人 と個人 との親族関係 を指示す る名称 ではな く,個 人 の父 のclanへ の 帰属関
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係を示す親族用語である。個人がどのclanのyafakurで あるかということは,他 者

との親族関係を認知するさいの目安 とされる。二者が,同 じclanのyafakurで あり,

かつ同世代で同性であれば,Pwiipwiの 関係にあるとみなされる。そして,「yafakur

どうしは結婚できない」というように,婚 姻規制の基準にもされている。 このように,

個人と父のclanと の関係を示す名称が存在することは,そ れらのあいだに,権 利 ・

義務をともなった特定の親族行動が期待されていることが予想される。

　以上でみたように,サ タワルの親族名称体系は,イ トコ名称のうえからハワイ型と

みなされる。しかし,系 においてはMBとZCが とくに強調されており,こ の点を

特性 として指摘することができる。また,姻 族名称においては,配 偶者を指示する名

称 とそれ らの同性キョウダィを示す名称 とが区別されていない点も特徴といえる。

皿.禁 忌事項の種類 と制裁

　サタ ワル社会 には,個 人 が他者 と接触す るさいに,こ とばつかい,姿 勢の とりかた,

物 のつかいかたな どについて,制 度的 に規定 され た行動規範がある。 そのような規 範

は,クepin(禁 忌 の意味で,yeは 三入称 の指示代 名詞)と よばれ る。yepinは,禁 忌 事

項一般を指 す総称で あり,yepinu　 engan(仕 事 の禁止),yepinuteta(服 喪 期間中,死 者

のでた家の近 くの木 に登 ることの禁止),kkepasepin(あ る種の ことばをつか うことの

禁止)の よ うに,禁 忌 とされる事項 の内容 によ ってカテゴ リーが細分 されてい る。本

稿 のテーマである対人関係 における ク吻 π は,サ タ ワルの人び との考えによれば,つ

ぎのように分 け られる。

A. yepin me  wan 

 a. kkepaseyawaawa  tst,  L yepin faita  wan 

 b. yepin  yangeta  wan 

 c.  yoppworo

B. pininmwengeyang (yepin mwengeyang) 

 a.  yepin  ytitin 

 b. yepin waisor 

 c.  yepin sepao 

 d. yepin  kiekiy 

 e. yepin  mangak

f　 その他
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C.kkePasepin

yepin me woonは,直 訳すると 「上からの禁忌」の意味であるが,含 意は,「 自分の

尊敬する人よりも自分を高い位置においてはならない」という行為を表わす。 ρ謝η一

mwengeyangは,「異性キョウダイ間の禁忌」の意味であり,個 人と同世代の親族およ

び姻族間での規範である。そして,kkepasepinは,「 話すことの禁忌」の意味で,お も

に男女間の禁忌語を指すものである。 これ らの禁忌事項を守 らなければならないのは,

サタワル社会で 「一人前の男(mwaan)」 および 「一人前の女(roopwut)」 の地位を獲

得した人びとである。本章では,上 記の禁忌事項の内容 とそれ らの遵守を義務づけら

れる親族 ・姻族のカテゴ リーに焦点をあてて述べる。

1.yepin me woon

　 1)　kkepaseyawaawa

　kkepaseyawaawaは,「 話す」 ない し 「ことば」 を示すkkepasと,「 敬 う」 ない し

「尊敬 」の意味を もったyawaawaと の合成語である。 直 訳すれば,「 敬 って話 す」な

い しは 「尊敬 の ことば」 という意 味になる。本稿 では,こ れに 「尊敬語」の訳 をあて

ることにす る。 また,yepin faita woonは,「 目上 の人 を呼ぶ ときの禁忌」 とい うほど

の意味 で,規 範の内容 は尊敬語 と同 じ。 サタワルの人 び とが,尊 敬語 とみな している

語彙 には,動 詞 と名詞の2種 類がある(表4,表5参 照)。 動詞には,mωongo,/didin,

rongorong,piipi,　 kkepas,tengu,　 kuneey,　tumwuri,　kekkayな どがあげ られてい る。 これ

らの語彙 は,視 覚;聴 覚,味 覚,嗅 覚 などに関連 してお り,い ずれ も,人 間の感覚 な

いし知覚 を表現す る動詞である。 ほか に,ク 瀬緬,maydir,磁 伽6な ど人間の動作 や死

に関連 する動詞 も含 まれている4)。名詞では,riimw,moong,maas,　pwoot,　 saning,yaaw,

yuuwな どがあげ られ,こ れ らは,身 体名称を示す語彙 で,い ず れ も人聞のか らだの

うち首よ り上部 の部位を表わす名称 に集中 している。

　 このよ うな語彙 の代用 とされる尊敬語には,表 か らも うかがえるように,通 常語 と

同 じ意味を示す丁寧語 と通常語の原意 とは異 な った意味 を表わす語彙 とがある。後者

の転用 された語彙 では,mωongoの 尊 敬語である,yaaya,yinettuuk,pattuuk,piipiの

それであ るsakabrdidiw,　ndikdin　pirey,　ndikdiniipwaな どを例 としてあげ ることがで きる5)。

4)尊 敬 語 の 対象 と され る動 詞 は,尊 敬 す る相 手 の 動作 に関 して のみ 適用 され,自 己の 動 作 を表

わ す さい に は使 用 され な い。 た とえば,兄 に,「 昨 日船 を見 ま した か」 と尋ね る場合 に は,o

sakabrababw　waafanu　 nanewと い うよ うに表 現す る。 しか し,兄 に,「 私 は 昨 日船 を見 ま した 」 と

説 明す る と きに は,2i　 piiPi　waafanu　naneω とい い,　sakabrabdiωの尊敬 語 を用 い な くて もよ い。
5)sakabrabalω,　nalktin　pire7,　nabkuniipωaの 動詞 の名 詞形 は,そ れぞ れ,　sakabr,　nabktinpir・nukunipω で

あ る。
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表4　 kkepaseyawaawaの 動 詞

通 常 語 f 丁 密 駈マー 口口

1.

2.

mwongO(食 べ るプ

yUiln(飲 む,す う)

3. rongorong(聞 く)

4. piipi(見 る)

(weri)

5. kkepas(話 す)

6. kuneey(知 る)

7. tengti(か ぐ)

8。

1.wiis

2.yaaya(使 う)

3,yinet舶k(分 配 す る)

4,yottoowur

5.teep

6.nuunu

7.　 tacchuuk

8.pattuuk(分 け る)

1.pwor66wus

2.pwoppwor6

1.saktiruaw(名 詞 形 で,背 中)

2.ukun pirey(名 詞 形 で,足 の外 側)

3.nukuniipwa(名 詞形 で,足 の指 の外 側)

4.sarey

5.woori

1.　 yoonak

2.yono

3.faaniipwa(名 詞 形 で,足 の 下)

1.　 reepiya

1.　 nguuri

yuuta(立 つ)

9. kekkゑy(笑 う)

10. tumWuri(な め る)

11. mayur(寝 る)

12. maano(死 ぬ)

1,　 nnangetム

2.　 y丘ss丘tゑ

1faiwar

　 2,　 riyaak

　 3、ffas

1・yakina(た め す)

2.sotoni(た め す)

3.nnari

4,woongi

1,saypar(目 を つ む る)

2,yaten

3,kunamw(ま どろ む)

1.wosono

2,puinguno(失 う)

注)丁 寧語のうち,通 常語の語意と異なる語にかぎって意味を書き入れた。

　　それ以外は,通 常語と同じ意味の丁寧語である。
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表5　 kkepaseyawaawaの 名 詞

通 常 語 丁 寧 語

1. riimw(頭) weyinang(天,空)
1

2. m66ng(額) weyinang(〃)

3. yanniriimw(頭 髪) 1.yuun

2.yanni weyinang

・4
. 』 ・yayin伍t丘n(眉 間)

weyinang(天,空)

5. maas(顔)
ノ'

sapweyun .

6. fayunn maas(眼)

sapweyun

7. pwoot(鼻) yofong

8. yaaw(口) ngaar

9. y面w(首) s6rof

10. faan yuuw(の ど)

yosorofan

11. Saning(耳)
'

pwo「owus

12. faat(眉 毛) n6ngoitay丘k(ウ コ ンの支 え)

13. matetterenmaas(ま つ 毛) maettereysapweyun

14. s6pwonmaas(目 じ り)
'"

sopwoysapweyun

15. fannimaas(涙)
●,'

raannlsapweyun

16. y6wusap(ほ お)
"●,'

woolsapweyun

17.
一 一一 一 一

mefenpwoot(鼻 の先) 1nefeny6f6ng一

18, ngii(歯) fotofot(植 え るこ と)

餓ay(石)

19. chechonon maas(瞳) chechonon sapweyun

20, reen kanew(舌) ree ni ngaar(口 の葉)

なかでも,「見る」の尊敬語として,「背中」,「足の外側」,「足の指の外側」を示す名

詞が動詞に転 じて代用されていることは興味深い。 これらの3語 が,「 見る」の尊敬

語に用いられていることについて,サ タワルの人びとは,自 分より地位の高い人から

話しを聞 くときや彼に話 しかけるときには,相 手の目を見てはならず,自 分の視線を

いつも相手の足 もとに向けなければな らないか らだと説明 している。そして,相 手の

目を見ることは1彼 の言うことに従わないことを示す ことになるとも説明レている。

この説明は,サ タワル社会における尊敬行動の性格を象徴的に物語っているようで注

目される。
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　名詞の尊敬語において も,通 常語 とは異な った意味 の語彙が,転 用される場合があ

る。た とえば,「 頭」(riimω)の 尊敬語 は,「 天」 とか 「空」を意味する ωeiinangで あ

る。ωe]inangは,頭 だけでな く,「 額」,「眉間」をも指す尊敬語であ る。 また,「眉毛」

(faat)の そ れには,　no'ngoitdydikが 使 用 され る。 この語 は,「 支え」(η6ηg)と 「ウコン」

(tdydik)を 表 わす2語 か らな って いる。 これ は,サ タワル社会で人び とが魔除 けのた

めにウコン(Curcuma　 spp.)の 根 か らとりだ したお しろいを額 に塗 るとき,眉 毛がそ
　 　 　　　 　　　 　　　 　　　 　

れを支えている とみな してい ることに基づ いてい る。 いずれ にせよ,自 分 より地位 の

高い人の 「頭」・「額」・「眉間」 を指す尊敬語 に,「 天」,「 上方」などを意味す る語彙

を適用 してい る点 も興味深い。

　 しか し,尊 敬語のすべてが,通 常 語の語意 とは異 な った意味を示す語彙で代用 されて

いるわ けで はない。「食 べる」の尊敬語 において は,そ の丁寧語であ る ωiis,ク朔6伽 脚,

teePが,用 い られてお り,「 見 る」のそれにおいて も,そ の意味 を表わす5α 勿,ωoori

が丁 寧語 としてそれぞれ用い られている。 この ことは,名 詞の尊敬語 において も同様

である。

　 また,尊 敬語 のなか には,話 者 の性別 によって使 い分 け られているもの もある。た

とえば,「 食べ る」の尊敬語 において は,yottoowur,　 teepは,男 性用語,yaaya,2inetabdlk,

ndidindi,　tacchuukは,女 性用語,ωiis,　Pattditikは,男 女両用語 というふ うに決 め られて

いる。 「立 つ」 の尊敬語nnangetaは,女 性のみが使 用す る語で,男 性 は通常語 ク磁地

をその まま用いて もよいとい う例 もある。 そ して,使 用場所 によって規制 され る尊敬

語 もある。 集会所兼ガ ヌーの収納庫であ るwunttで は,「 食べ る」,「笑 う」の尊敬語

として,teeP,　ffas　以外の ことばを使用 して はな らないとされている。

　 この ように,サ タワル社会で使用されて いる尊敬語 は,人 間の感覚 および知覚 に関

連 した動詞 と首 よ り上部の身体部分 を指す名詞 とが,と くに規制 されて いる特徴があ

る。そ して,そ れ らの語意,使 用者,使 用場所などにおいて は,通 常語 と異 な った意

味の語彙 が使用 されて,複 雑な使用規制がな された りす る点 も指摘 され る。

　つ ぎに,対 人関係 においてそれ らの尊敬語を用いなければな らない親族 ・姻族 カテ

ゴ リーについて,2つ の事例を とお して具体的にみる ことに しよ う。図4は,ラ ッポ

ー(30歳,男 性)の 例であ り,図5は ,ナ テ ィク(68歳,女 性)の 例であ る。

　 ラ ッポーの場合 は,つ ぎの人 び とが対象者 に含 まれ る。

　 (1)彼 のyayinang成 員 では,実 兄(エ ポィルク,レ ッチ ョ),ガ ーブエを除 く世代

　　が上 の男性(オ トニ ック,ト コメイ,エ ペマイ)と エペマイの養子(テ ッパ ン)

　 　であ る。 また,彼 らの配偶 者は,す べてが含 まれて はいない。次兄の妻(ナ ソニ
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注

1)鼻,IZ5は 故人。

2)… ……は 養子関係。

3)1,2,3は 年長順。

4)△,○ は 尊敬語の対象者

　　　　　 をそれぞれ示す。

図4　 ラ ッポ ー を 中心 に したyawaawaの 対 象者
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図5　 ナ テ ィクを 中心 に したyawaawaの 対 象者

　　マ ン)は,ラ ッポーと父方の系譜 関係で は,πα砂 のカテゴ リーにあり,ネ ヤ ング

　　 リクは,同 様に,mωengayangの 関 係になるか ら除かれ るといわれる。 ガーブェ

　　 は,同 じ2a■inang成 員 という関係 では,含 まれるが,彼 が ラッポーの妻(ネ ラ

　　 ク)の 義父 になったので除かれ る。 ネサ ップ も,ネ ラクと ρωゼ の関係にあるか

　　 ら対象 とされない。

　 (2)彼 がyafakabrで あ るclan(Neyaar　 7dyinang)と の 関係 で は,イ ケ フィル,イ キ

　　 マが含 まれ る。

　 (3)彼 の 妻の親族 との関係で は,妻 の異性 キ ョウダイ(ラ ッチェ,ア イソゥィン,

　 　 ナ ンノマ イ,サ ン トス)と ラ ッチ ェの配偶者(ナ ルマイ)が 含 まれ る。

　 ナテ ィクの場合 は,つ ぎの ようにな る。

　 (1)彼 女 の2dyinang成 員 で は,異 性のキ ョウダ イ(ウ ル ピー,ル ッパ ンナ ップ,

　 　 ル ッパ ンリック,タ ワシ リヤル,フ ラキ)と 彼 らの配偶者 が含 まれ る。'

　 (2)彼 女 の父方親族関係者で は,父 の同性 キ ョウダイの息子(ル ク リーク)と 彼 の

　　妻が含 まれ る。

　 (3)彼 女 の母の父(祖 父)を 同 じくし,祖 母 を異 にす る親族員 との関係で は,彼 女

　　 と同世代の異性キ ョウダ イ　(イケ グン,エ ペ マイ)が 含まれるが,彼 らの配偶者

　　 は除かれ る。 ネパ イルク,ナ イテマイは,彼 女の コにあたるか らだ とされ,ガ ー

　　 ブエは,彼 女 の娘(ネ カウ)の 夫 になったか ら除かれる。

　以上で,Egoが 男 性の場合 と女性 の場合 とを,具 体 的な事例 によ って,尊 敬語を

適用す る範囲をみてきた。 これか らいえ ることは・ まずEgoが 男 性であ るか女 性で

1026



須藤　　母系社会における忌避行動

あ るかによ って,尊 敬語を用いなければな らな い相手 が異 なって いる点があげ られる。

そ して,そ の範 囲 も婚姻 を契機 にして変化す る。サタ ワル社会で尊敬語 を適 用 しなけ

ればな らない関係者 の数 は,自 分 と妻 および父の クdyinang成 員 の数 によって異 な っ

て くる6)。 いずれにせ よ,2aωaatOa適 用 の原則 は,上 記の2事 例 を中心 に,人 び とか

らの情報 を加味す ると,自 己が男性な ら,下 記 の とお りであ る。

　 ω 上位世代で は,tntkufdyiの カ テゴ リーにあ る男性 および彼の妻,す なわ ちMB・

　　 W,MMB・W,　 MMZS・Wな どである。

　 (2)同 世 代で は,Pwiiの カテゴ リーにある男性の うち,年 長キ ョウダィ,相 対年齢

　　 が上 の同一clanの キ ョウダ イ,　 tukufdyiの 息 子(男 性の クafaktir),父 よ り相

　　 対年齢 が上 の男性 キ ョウダイの息子 と彼 らの妻,す なわち,elB・W,　 MelZS・W,

　　 MMelZDS・W,　 MBS・W,　 FelBS・Wな どである。

　 (3)姻 族 では,kowurの カテゴ リーにある男性 と,彼 の妻 および自己の妻 よ り相対

　　 年齢が上の妻の同性 キ ョウダ ィの夫,す なわち,WB,　 WelZHな どである。

　 自己が女性の場合 は,同 世代 の親族および姻族 に限定 され,mwengayangの カ テゴ

リーにあるすべての男性 とρ擁 のカテゴ リーにある相対年齢が年 長の女性,彦砒吻 ψ

の娘(女 性のyafakid)お よびそれ らの配偶者,す なわ ち,　B・W,　MBS・W,　 elZ・Hな

どであ る?)。

　 上記 の原則か ら,尊 敬語の使用 を義務づけ られる対象者 は,自 己が男性な ら,∫眈π一

fdyi,クwii,層 ωガ,自 己が女性 な ら,　mwenge7ang,　 Pωiiの 関 係名称で指示 され る親族

・姻族 カテ ゴ リーにある人び とである8)。

　2)yepin yangeta woon

yepin yangeta woonは,直 訳すると 「上に触れることの禁忌」の意味であるが,含

意は,「 ある人の身体上部,と くに肩より上の部分にさわってはならない」という行

為である。サタワルの男が遠洋航海に出かけるとき,航 海の安全 と無事の帰還を祈願

6)図4に おい七は,ラ ッポーが尊敬語を用いて接 しなければならないすべての関係者を掲げて

ない。彼が尊敬語の使用を義務づけられている関係老は,サ タワル島在住者を申心にすると,

26人 である。ある未婚の女性の場合は,そ の数が47人 にのぽる例もある。この対象者の数は,

一般的に上位世代者の男性は少く,下位世代の相対年齢の小さい女性は多いという傾向がある。

7)MB・W,　 elZ・Hは,そ れぞれ,母 の男性キョウダィと彼の妻,姉 と彼女の夫を表わす。

8)Pwiiの カテゴリーにある人びとのなかでも,自 己が男性の場合は,自 己より相対年齢が上の

男性および 撚 吻 ψの息子(男 性のノψ 勧),自 己が女性の場合は,自 己より相対年齢が上

の女性および 撚吻 ウの息子と娘 ⊂アψ 版り に限定される。姻族関係者においては,自 己の婚

姻および自己の親族の婚姻によって,図4,図5で みたように,尊 敬語を用いなければならな

い人でも,自 己の親族関係に基づくと尊敬語を使用しなくてもよい場合がある。このことは,

尊敬語の使用にさいしては,姻 族関係よりも親族関係の方が優先視されていることを示してい

る。そのために,こ こでは,届 魏チ以外の姻族関係に関しては言及 しないことにする。
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して,女 性が ウコンのお しろいを,旅 だつ彼女 の夫や息子,clanの 男 性の上半身 に

塗 る儀 礼が浜辺 でおこなわれ る。 この さいに,男 性の異 性キ ョウダ ィは,彼 の身体 に

ウコンを塗 ることが禁 じられてお り,砂 浜 に坐 って見送 るだけである。 また,男 性 が

病気 にな った ときに,そ の男性の姉妹の息子(fatdiω)は,母 の病気 の兄弟の上半身

を もん だりす ることがで きない。 この/epin　yangetaω6伽 の禁忌 を守 らなければな ら

ない,親 族 ・姻族関係者 のカテゴ リー は,前 述 した尊敬語のそれ と同 じ。

　3)yoppworo

yoppworooの 語意は,「腰を曲げる」あるいは 「身体をかがめる」である。 これは,

個人がある人の前では相手よりも一段と低い姿勢をとらなければな らないという規範

である。

　女性は,mwenge]angの カテゴ リーにある男性を見かけた り,彼 の側を通るときに

は,彼 のとっている姿勢よりも低いかまえをしなければな らない。男性が立 っていれ

ば,腰 をかがめるだけでよいが,彼 が坐っている場合には,相 手に声をかけて立って

もらうか,坐 るよりも低い姿勢,す なわち四つん這いになって彼の前を通りすぎなけ

ればな らない。 また,!6ppωoroし なければならない男性の姿が見えなくても,彼 が

いると思われる場所(た とえば彼の家)を 通るときでも,ま ず彼の存在を確かめてか

らでないと歩 くことができない。

　このような行動規範は,日 常生活における対面行動に限 らず,居 住様式や労働慣行

においても影響をおよぼしている。独身男性や離婚ないし妻に死別 して自分のPωukos

(lineage成 員の居住地)に 帰った男性は,女 性キョウダイの家に同居 したり,そ の

家の側に家を建てて住む ことはできない。彼 らの起居振舞によって,彼 女たちの行動

が規制されるか らである。たとえば,極 端な場合,男 キョウダィが寝ているときには,

その家の周囲で彼女たちは動 くことができないという事態が生ずる。それを避けるた

めに,未 婚ないし出もどりの男性は海岸に建てられている ω吻あ(カ ヌー収納庫)を

寝所にす るか,自 分のPwukosか ら遠く離れたところに家を建てて住むのが伝統的な

習慣である。　　　　　　　 ・

　最近では,未 婚の独身男性が,女 性キョウダイの家の側 に家を建てて住む例が3例

みられる。 しか し,そ の家の構造は,伝 統的家屋が土間形式であるのに対 し,い ずれ

も高床形式である点に特徴がある。高床形式の家についてのサタワルの人びとの説明

は,そ の家で男性キョウダィが寝ていても,女 性キョウダィは腰をかがめて通ること

ができるからだとしている。 このことは,/6PPωoroの 規範が,相 手より低い姿勢を

とるというだけではなく,相 手よりも空間的に低くなければならないという乙とを示
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唆 してい る点で興味深い。

　 また,ヤ シ林での コブ ラ作 りやパ ンノキの実の採集 など,男 女が共同でお こな う仕

事 において も,yoppworoの 規範 は守 らな ければな らない。 異性 キ ョウダィ は,相 互

に相手の動作 に気 を配 って仕事をする必要 がある。女 性キ ョゥダ イが,ヤ シの実 や地

面 に落 ちたパ ンノキの実 を集 めるときには,男 性 キ ョウダィに立 って も らってか ら作

業 を始 めなければな らない。 また,そ れ らの実 をココヤ シの葉 で編 まれたか ごに入 れ

て運 ぶさいにも,男 性 キ ョウダイが坐 って仕事 を していて も,彼 に仕事を中断 して立

ち上 がっても らってか ら,そ の前を通 る。 このよ うな規範があるために,異 性 キ ョウ

ダイが同 じ仕事をす ることは,極 力避 けるよ うに心が け られる といわれる。

　yoppworoの 行 動規範 は,異 性 キ ョウダイ間だけに規定 され るもので はない。 男性

の場合 は,彼 の兄や母の兄弟 の前 を 通 るときには,頭 を 低 くしなければな らな い。

自分の妻 の兄弟の前で も 同様な姿勢 を とらなければな らない。 しか し,男 性間 で の

.70'PPωoroは,異 性キ ョウダイ間 におけ るそれのよ うには厳格 でな く,yekus　yo ppworo

(「少 し姿勢 を低 くす る」)と もよばれ る9)。 いずれにせ よ,こ の ノ吻 ωOmが 要求 され

る対人関係 のカテゴ リーは,前 述 の1),2)の そ れと同 じ。

　 以上で,yepin　 me woonの 内容 とそれを遵守 しなければな らな い親族 ・姻族 カテゴ

リーについて考察 してきた。kkepaseyawaawa,yepin　yangeta woon,yoppworoの 禁 忌事

項 が規定 されてい る二者間 の関係 は,(1)男 性 のfatuwとtukufayiy,「,(2)Pwii間 で,

相 対年齢 が下の もの と上 の もの,clan成 員 とyafakur,(3)女 性 と彼女のmwengeyang,

一(4)ん6ωπ〆のあいだにお いてであ る。

2.pininmwengeyang

　サタワル社会では,mwengeyanggの 名称で指示される親族のカテゴ リー,す なわち

異性のキョウダィ関係にある人びとのあいだには,対 人関係において多 くの行動規範

が設定 されている。禁忌事項の内容は,女 性キョウダイが男性キ ョゥダイの持ち物に

直接触れることや両者が性的行為を暗示するような言動に関連している。それ らの内

容を具体的にみることにしよう。

1)yepin yuun

yuunは,「 飲 む」,「す う」を意味す る動詞で,こ の禁忌 は,女 性 キ ョウダィが男性

9)女 性間の ノ6勲ω0γ・も,女 性キョウダイが男性キョウダイに対するほど厳格ではない。妹が

姉の姿を遠 くに見かけた場合は,26PPωoroを す る必要はなく,姉 の側を通 りすぎる場合に,頭

を低くする程度でよいといわれる。
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キ ョウダイの使用 した食器類 や調理用具に触 れることを禁止 することであ る。 た とえ

ば,男 性 キ ョウダ イがつか った皿,コ ップ,ス プー ンや鍋がその対象 とされる。男性

キ ョウダイがそれ らに一度 で も口をつけると,そ れ らに女性 キ ョウダイが触れ ること

は,永 久 に禁 じられ る。 また,直 接 に口をつけな くて も,男 性キ ョウダ ィが 口に含ん

だものを出 しただけで も,そ の皿や鍋 は,女 性 キ ョウダ イにとって禁忌対象物 とされ

る。男 性 キ ョウダ イがすいかけたタバ コを,彼 女 がす うことも禁 じられている。 しか

し,そ れ らの逆,す なわ ち,男 性 キ ョウダイが彼 の女性 キ ョウダイの口に触れ た食器

類 やタバ コな どを使用 した り,の んだ りす ることは禁忌 とはされない。ッ吻 η,γ磁πは,

mwengeyangの カ テゴ リーにある男女間で,女 性 キ ョウダイが,男 性 キ ョウダイの口

に触れた ものを極 力避 けなければな らない という規範 である。

2) yepin waisor

　waisorは,何 か物 を 「つ まみあげる」という意味の動詞で あ り,こ の禁忌 は,女 性

キ ョウダ イが男性 キョウダ ィの持 ちものを使用す ることを禁止す る ことである。 たと

えば,女 性 キ ョウダイが,男 性 キ ョウダイのpwetow(コ コヤ シの葉製携帯用 籠)の

中 に入 っている物を取 り出 した り,そ の中の食物 を食べた りす ることは厳 しい禁忌 と

されている。 また,男 性 キ ョウダ ィがつか った頭飾 り,首 飾 りを女性 キ ョウダ ィが身

につける ことも禁忌の対象 とされ る。 それに,男 性の揮 にはさん であるタバ コを彼 の

女性 キ ョウダイがす うことも禁 じられ る。 このよ うに,男 性 キ ョウダイが,身 につけ

て いるものや常 時持 ち運んでいるものを女性キ ョウダ イが使用す ることは,禁 忌 とさ

れる。

3)  yepin sepao

sePaoは,家 の中に敷 くココヤ シの葉で編 まれた編み 目の荒 いマ ッ トであ る。 土間

に直接敷 き,寝 るときは,そ の上 にタコノキの葉 で編 まれた マ ッ トがひ ろげ られる。

この禁忌 は,男 性の寝 る場所 に,女 性 キ ョウダイが入 ってはな らない とい うもので あ

る。万一,男 性が病気 になった ときで も,彼 の女性 キ ョウダィは,彼 の横 たわ って い

るところには近づけず,家 の中の離れた ところで彼を見舞 わなければな らない。

4) yepin  kiekiy

漉 幼 は,タ コノ キの葉を裂 いて編 んだマ ッ トであ る。 この禁忌 は,女 性 キ ョウダ

イが,男 性 キ ョウダイの寝具類 に直接 さわ って はな らない とい う規範であ る。 サタ ワ

ルの人び とが使用す る寝具は,こ の タコノキの葉製マ ットと枕,掛 け布,蚊 張であ る。

蚊張 は,す べての人び とが使用 するとはかぎ らず,基 本的な寝具は前記の3点 であ る。
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これ らの寝具 は使われない ときには,肋 吻 の中にたたまれて家の中 に置かれるが,

男 が他 島へ 出か けるさいには,枕,掛 け布 を 肋 吻 に くるんで持参す る。 この禁忌 は,

寝 具が家の中にあ るときだけでな く,外 へ持 ち運 ばれた ときで も,そ れへの接触を禁

じてい る。 もし,女 性 キ ョゥダィが,男 性 キ ョウダイの掛 け布を運 ぶ ときな どは,棒

の先にひ っつけて,直 接,手 に触れ ないよ うに しなけれ ばな らない。

　 5)　yepin　mangak

　 mangakは,「 布 」の意味であ るが,伝 統的 には,サ タ ワルで織 られ ると鋸7よ ばれ

る腰布を指す。teerは,バ ナナ(Musa　 spp.)や ハ イビスカス(Hibiscus　 tiliaceus)か ら

とりだ した繊維 を後帯機で織 った,巾 約50cm長 さ約150　 cmの 細 長い布 である。サ

タワル社会 で,碗 γを腰布 として常用するのは,通 経後の女性 で,「 一人前 の女」 にな

った しる しとされる。 この禁 忌 は,女 性が身につけていない腰布を男性 キ ョウダ イに

見せ ることを禁止す る規範である。使用 しない腰布 を しま う場所 は,家 の特定 のとこ

ろと決め られている。 その場所 は,家 の片方の軒び さしの下で,そ れがかけ られると

ころが,女 の領域 とされ,男 性が近 づいて はな らない区域 とされてい る。女性 は,洗

濯後 の腰布を家の中に掛 けることはで きず,必 ず軒び さしの下 に掛 けて乾燥 させ なけ

ればな らな いとされている。 また,異 性 キ ョウダ ィ間で,相 手 の腰 につ けている布

(男 性の場合 は揮,女 性の場合 は腰布)に 直接触れる ことも禁忌 とされている。

　6)　 その他の禁忌

　以上 でみた ように,特 定 の名称があたえ られた異性 キ ョウダイ間 の禁忌 のほか に,

名 称 はないがyepin mwengeyangと み なされて いる行動規範 がい くつかあ る。

　一 つ は,女 性 キ ョウダイは,男 性 キ ョウダイのいる家 に入 って はな らないという規

範であ る。男 が病気 にな った ときで も,男 性 キョウダイの家の中へ入 るこ とは極 力避

け られ,家 の入 り口に坐 って見守 るのが普通 の行 動様式であ る。yepin　sepaoの と ころ

で触れたが,家 の中に入 って男性 キ ョウダイを見舞 うのは,彼 の臨終 にさい してのみ

で ある。 また,病 気見舞のために,男 性 キ ョウダィの家で寝 るときで も,女 性 キ ョウ

ダ イは,彼 か らもっとも離れた家の端で寝な ければな らない。 その さいには,男 性 キ

ョウダ イとの間に,丸 太か柱が置かれなければな らない とされて いる。

　二 つめ は,女 性 キ ョウダ イが彼女の太腿 にほどこ したmakk(イ レズ ミ)を 男性 キ ョ

ウダィに見せて はな らない とい う禁忌である。 サタワルの女 性 は,「 一人前の女」 に

な ると,イ レズ ミを手首や太腿 に彫 りこむ ことが習慣 とされて いた。現在で も,50歳

以 上 の女性 は,ほ とんどイ レズ ミを している。 イ レズ ミがなされ る太腿の部分 は,腰

布 で隠されてお り,普 段 は見 ることはできない。 イ レズ ミを見 るということは,腰 布
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をとることであり,性 的営みの場面に限定される。そのため,こ の禁忌は,異 性キョ

ウダイ間の性的行為の禁止を象徴的に表わしていると考えられる。

　 三つめは,二 番目の性的表現の禁止と関連するが,男 性キョウダイは,ほ かの島へ

航海したときにその島の女からうけた"歓 待"に ついて,彼 の女性 キョウダイ に直

接話 してはならないという禁忌である。 中央カロリンの島じまでは,よ その島 か ら

waaserak(大型帆走用カヌー)で 来た男の訪問者に対して,島 の女性たちが食物を提

供する慣行がある。これは,fayi roopwut(「 女の貢ぎ」の意)と よばれ,wuuttで 寝

起きしている来島者に,島 の女性たちが調理したタロイモやパンノキの実を運んで,

彼 らを"歓 待"す る。これは,料 理をあげるだけではなく,未 婚,既 婚者を問わず島

の女性たちが彼 らに卑狼な歌を口ずさみ,さ かんに性的な挑発 ・誘惑をする行動であ

る。その挑発にのった男は,彼 女たちから一斉に性的攻撃をうける破目になる。

　 この行為 は,男 性にとって"屈 辱"と されており,男 性は自分の島に帰ってか らそ

のことを女性たちの耳に入れなければならない。そのさいに,う けた"屈 辱"的 な行

為を,彼 の女性キョウダイには直接話してはならないとされている。おもに,男 性は

自分のclanの 子供に話 して,女 性キョウダイに伝わるようにする。女性キョゥダィ

は,男 性キョウダイが辱 しめをうけた島の男性たちが来島したときに,そ のしかえし

をしなければな らない。とくに,女 性は他島で彼女の男性キョウダィに攻撃をくわえ

た女性のclanの 男性が来島 した ら,彼 に,自 分の男性キョウダイが受けたと同じほ

どの"屈 辱"的 行為を味あわせる。この慣行は,歌 の歌詞に性的表現が極端に多かっ

たり,ま た,明 らさまな性的攻撃をとるために・男性が女性キョウダィに直接その内

容を話すことが禁 じられているといわれる。この禁忌 も,二 つめのイレズ ミを見せる

ことの禁忌と同様,異 性キョウダイ間での性的な言動を避けるとい う性格が強い。

　 以上で,yepin　mwengeyangの 内容について記述 してきたが,異 性キョウダイ間の禁

忌の特徴は,女 性が男性キョウダィに対 して守 らなければならない禁忌事項が多いと

いう点である。それらの個々の内容をみると,女 性は,男 性キョウダイが直接口にし

たものを使用 してはならない,彼の寝具および持ち物に触れてはならない,彼 に自分の

太腿に施 したイレズ ミや局部をおおう布を見せてはならないなどである。それに対 し

て,男性の女性キョウダィに対する禁忌は,性的表現に関する言動についてだけである。

　 女性が,彼 女の男性キョウダイに対 して一方的に禁忌事項の遵守が要求されるのは,

yepin　me　woonに おいても同様である。このような行動規範についてのサタワルの人び

との説明は,「女は常に男の下にいなければならない」とか 「「女は男を偉 くしなけれ

ばならない」というものである。 この説明は,男 性が女性より高い地位にあり,偉 い

1032



須藤　 母系社会における忌避行動

存在であることを示唆 している点で注 目される。そして,自 己より目上のものに対す

る表現形式として,空 間的に距離をおいたり,直 接的接触を避ける行為がとられてい

る。いずれにせよ,サ タワル社会における対人関係の特徴は,異 性キョウダイ間に,

多 くの禁忌が累積 している点である。

3.kkepasepin

　kkepasepinは,直 訳す ると 「ことばの禁忌」 という意味である。　 これは,　 kkePase

engaω 「悪いことば」 ともいわれ,男 女間であ る種 の ことばを使用す ることを禁止す

る規範である。男女間 の会話 において,一 般 に口に して はな らないとされている語彙

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

表6kkepasepinの 語 彙

語 彙

ting五y

意 味

女性性器

kkor

備　 考(代
用語)

陰毛

see 男性性器

ruumw 男性性器の先端

fais66n 睾丸

pwu「uw 肛門

fayt丘tt丘n 陰核

kiniyse 睾丸の外皮

pwaa「 女性性器の部分

kkus 精子

ng丘伍を 月経

fee 交接

irir 自慰

fakafak 交接の動作

paa 大便 fannikat

siir 小便 yameyOW

mesaik 気持が良い kker

yamwa「 愛人

yamwesOW 男女の密会

rapiy　 taan 太もも

は,表6の とおりであ る。 それ ら

の語彙 には,人 間の生殖 器官,排

泄行為,正 規 の婚姻関係にあ る人

との性的関係 を示す ことばが多 く

含 まれ る。

　 「悪い ことば」 といわれ るもの

の なか には,代 用 語を用 いて行為

内容を表現す ることが許 され る語

彙 と絶対 にその ことばを口に して

はな らな い性質の ものとがあ る。

前者一は,排 泄行為 を示す語彙であ

る。 た とえば,「 私 は小用に行 く」

とい う とき異性の前で は,ψ ωθ

π6漉7と はい うことはできないが,

ipwe　no'　yameyowと い える。後者の

場合 は,生 殖器官の名称 を異性 の

前で口にす る ことは厳 しく禁 じら

れてい る。この禁忌 は,特 定 のカテ

ゴ リーにある人 に対 して守 らなけ

ればな らない とい う行動規範でな

く,男 女 間 に設定 された規範であ

る。」fatuwとtukufayiyな どの同性

間 では,kkepasepinと は な らない。
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4.制 裁

　 サタ ワル社会で は,前 章で述 べた行動規範 に違犯 した場合,す なわち,禁 忌事項を

遵守 しな傘った当事者 に対 す る制裁 が規定 されている。 この制裁 は,大 きく2種 類 に

分 けることができ,一 つ は,社 会 的制裁で,も う一 つは,宗 教的制裁 である。前者 は,

禁 忌事項 を守 らなか った ものに対す る肉体的苦 痛を ともなう制裁である。た とえば,

女 性が彼女の男性 キ ョウダイの前 でyoppworoを しなか った場合,男 性 キ ョゥダイが

彼女 を叩 く。 これは,nni(「 打 つ」,「 ける」の意)と いわれ,厳 しいときにはnnino

(「打 ちのめ して死 にいた らしめる」の意)と もいわれ る制裁である。 この ような制裁

は,yepin me woonやpininmwengeyangの 行 動規範 を遵守 しなか った もの には必ずなさ

れる。 しか し,サ タ ワルの人 び とは,こ の種 の"ま ちが い"を 極端 に嫌 ってお り,も

し起 きた らyayinangに と ってたいへん"恥 ずか しい こと"(skaw)だ と している。

そのよ うな事 態が生 じる ことを避 けるために,親 は子供 に小 さい ころか らノ吻 ηの こ

とを教 えこまなければな らな いと強調 している。

　 後者の宗教 的制裁 とい うの は,カ ミない し超 自然的な力によ ってな され るものであ

る。 これ は,riyaと よ ばれる観念 と結 びついている。riyaは,禁 忌事項を守 らなか っ

た 当人だけでな く,禁 忌 の 対 象 にされなか った相手,お よび彼 らのyayinang成 員

に,後 日,超 自然的な力 によって何 らかの危害が もた らされる という考えかたに基づ

いて いる。 た とえ ば,AがBにkkePaseyawaawaを しなければな らないのに,守 ら

なか った とき,そ の結果 として,AかBに,病 気 やけが,も っと悪い ときには死 な

どが,"徴 罰"と してふ りかかる という観念である。 また,あ るyayinangの 成 員が,

突 然,原 因不明の病気にかか った りした場合,そ の原因の一つ にこの種 の禁忌事項の

不 履行 があげ られ る。

　 この制裁の特徴 は,禁 忌事項 を破 った当人 だけで な く,犯 された相手 およびそれ ら

の親族員 にも,超 自然 的な力 によってあ る種 の"懲 罰"が あたえ られ るという点であ

る。 そ して,カ ミおよび超 自然的 な力 は,特 定 な名称がつけ られて いな い。 この よう

に,禁 忌事項の不 履行 によって もた らされる異常な現象 は,吻 αのせ いだ として と ら

え られている。7卯 に対 す るサタ ワルの人び との考え方 は,対 人関係 におけ るノePin

の 侵 犯 にか ぎ らず,社 会関係 ない し社会秩序 を乱 した こと(た とえば,婚 姻 の不履行

や禁忌 とされている区域への侵入な ど)に よって,ひ きお こされる"望 まざる事態"す

べて に適用 される10》。 いずれ にせよ,対 人関係 において,厳 格 な制裁措 置を ともな っ

10)ri　aに 対する観念およびサタワルの人びとの宗教生活におけるri　aと のかかわりについては,

　共同調査者の石森秀三が詳細に論ずる予定である。
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た禁忌事項が規定されていることは,サ タワル社会の行動規範を特徴づけている点 と

して注目される。

　そのような厳格な行動規範は,yepin me woonとpininmωenge1angと に関 してであり,

kkepasepinにおいては様相をことにする。 後者に関 しては明確な制裁が規定さ為てい

ない。たとえば男性が女性の前で性器を表わす語彙などの 「悪いことば」を口にして

も,「あいつは恥知らずのやつだ」とか,「彼はまちがったことをする男だ」などとい

われ,軽 蔑の対象 とされる程度である。

IV.忌 避 行動 と親 族 カ テ ゴ リー

　ある社会の人び との行動様式 をとらえ るさいに,社 会人類学 の親族研究の分 野にお

いては,周 知 のように"冗 談"な い し"冗 談 関係"(joking　 relationship)と"忌 避"

(avoidance)と い う2つ の対立す る概念で論 じられて きてい る。"冗 談 関係"は ・「あ

る特定 の関係 にたつ人 び とのあいだで,一 方が他方 をか らか った り,中 傷 した りする

ことが許容 され,と きに は要求 されてお り,他 方 はそれに対 して立腹 しないような二

者間の関係」 と定義づけ られている[RADcLIFFE-BRowN　 l940:195]。 これ は・社

会的規範 として通常 は禁 じられている性的表現や呪いの ことばな どで相手 を悪罵 した

り,相 手 の持 ち物 を無断で借用 した りして も,相 手 は気 を悪 くせず,逆 にその行為を

好意や親 しみの表現 と して うけ とめるよ うな行動様式 である。 それ に対 し,"忌 避"は ・

相手 に社会 的距離 をお いて接 したり,尊 敬す ることを義務 づけ られた りする二者間の

関係 を指す11)。

　 このような行動様式 は,程 度の差 はあれ,多 くの社会で見いだ されるが,早 くか らこ

の分野 の研究が進め られて きた アフ リカ社会 において は,忌 避行動が観察 され る社会

に は冗談行動 もみ られ ると指摘 されて きた[BEIDELMAN　 l　966;CHRIsTENsEN　 l　963;

MARscHALL　 l957;松 園　 1974a,　 b;RADcLIFFE-BRowN　 l940;RIGBY　 1968;

上 田　 1975]。 そ して,"冗 談"と"忌 避"を 表わすカ テゴ リーが存在す ることも論 じ

られている。 た とえば,Gogo社 会 では,"冗 談"と"忌 避"の カ テゴ リーは・watani

とmecaitoで 表 わ され[RIGBY　 1968:134,137],　 Kamba社 会 では,　avaiとmwa

[上 田　 1975:172-178],Gusii社 会 で は,　echecheとnsoniな い しamasikani[松 園

1979b:72]の 語 でそれぞれ示 される。 それ らのカ テゴ リーは,対 人関係 において・

11)忌 避 は,特 定の親族関係者のあいだでの 「接近,接 触,裸 体になること,共 食,直 接見つめ

　 合うこと,会 話の回避ないし禁止」と定義づけられている[SwEETsER　 I966:305-306]。 また・　

忌避の行動様式は,尊敬を表わす行動と規定されている(Notes　and(Zueries　on　Anth「・PologPt　P・86)。
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冗談をいいふざけて もよい関係者と尊敬 し避 け合 う関係者とを類別する基本的な行動

基準とされる。

　 サタワル社会の対人関係にみ られる行動規範,と りわけyepin me woonとpininmwen-

geyangと よばれる行動様式は,上 記の概念との関連でどのように位置づけられるかを

検討することにしよう。

1.忌 避行動 と しての禁忌

　サタワル社会の対人関係にみ られる禁忌事項は,,　/epin　me　WO'O'nが自分より地位の高

い人に対する尊敬行動を,pininmnengeyangが 異性キョウダイ間における禁忌行動を

それぞれ規定 している。尊敬行動および禁忌行動を要求される親族 ・姻族関係者の範

囲は,そ れぞれ異なっており,ま た,そ れ らを包括するカテゴリーは存在 しない。 し

かし,サ タワル社会における尊敬行動および禁忌行動は,二 者間の直接的な接触を回

避することであり,一 定の距離をおいて接する行為であることから,"忌 避"の概念を

適用することができよう。 とくに,そ れらの行動を遵守しなかった場合には,制 裁が

くわえ られるという点で,極 端な忌避行動 として位置づけられる。

　 "忌避"の 反対概念 としての"冗 談"に 関 しては,サ タワル社会においては,積 極

的な行動規範として規定されていないようである。 「冗談をいう」 とか 「ふざける」

という語彙yaffasは 存在する。 これは,あ る人が他人に冗談をいったりする行為そ

のものを指す動詞であり,特 定の人にkkepasepin(「 悪いことば」)を あびせて罵倒す

るような行為体系を示す ことばとしては用いられない。すなわち,"冗 談"お よび"冗

談関係"に 相当するようなカテゴリーが存在 しないということである。

　実際に,特 定の関係者に性的行為を暗示するようなことばをあびせかけたりするこ

とを強要される種類の行動規範はみ られない。 しかし,二 者間の関係で,「 遠慮をす

る必要がない」とか 「気がおけない」という種類の親密さを保てる間柄は,個 人と彼

の父の同性キョウダイのあいだでみ られる。また,父 と息子のあいだでも,息 子が父

の持ち物(釣 り針やタバ コなど)を 無断で借用 しても,父 は息子をしかったりしない。

母の兄弟が,釣 り針やタバ コをどを要求 した場合には断われないが,父 の兄弟がそれ

らを欲 しがったとしても無視できる。このように,自 分と父および父の男性キョウダ

イとの 「気やすい」関係 は,"冗 談関係"と してみなすこともで きよう。 けれども,

この種の行動様式は,物 を盗んだり,要 求 したりすることが積極的に許容されている

とはいいがたい。対人関係において,ど ちらの関係がより 「気やすい」かを相対的に

表現 しているにすぎないともいえる。
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　以上の ことか ら,サ タワル社会 でみ られる対人 関係 における行動様式 は,"忌 避"

の概念が適用 される行動規範 として厳格 に規定 されて いる。 それ に対 し,"冗 談"な

い し"冗 談関係"と して規定 され うるよ うな行動規範 はみ られない といえよう。 ここ

では,"忌 避"と"冗 談"と を行動様式 の両極 にお くとい う観点か ら,サ タワル社会

の行 動規範 をと らえた。 とくに,ク ψ伽 膨 ω66η とpininmωenge7angと よばれ る行 動

規範の性質 を"忌 避"の 概念で と らえ ることに主力が向 けられた。 そのために,"忌

避"と"冗 談"の 両極 の中間 に存在 する 「敬遠」「遠慮」「ひかえめ」「抑制」「気やす

さ」「親密」「友情」な どの ことばで表現 され るよ うな行動 につ いて はあつかわなか っ

た12)。 サ タワル社会 にお ける対人 関係 におけるそれ らの行動様式 は,親 族 カテ ゴ リー

との関連で,別 稿 にて詳述す る予定 であ る。

2.忌 避行動 と社会的地位

　 サタ ワル社会で忌避行 動 と位置づけ られる行動規範の うち,2吻 η耀 ω6命 とpinin-

mωengayangに 関 して は,・eg　ll章 で みた ように,(1)男 性 のfatdiwと 彦砒吻 鶴 ②

Pwii,(3)女 性 と男性のmωenge]ang,(4)初 ωガ の カテゴ リー に毒 る人 びと・ および

彼 らの配偶者 のあいだ に規定 されて いる。 そ して,サ タワルの人び との考 えによれば・

それ らのあいだにおいて は,相 対 的な社会的地位の"低 い"も のが,そ れの"高 い"

ものに対 して禁忌事項 を守 らなければな らないとされている。 ここで は,そ れ らのカ

テゴ リーにある人 び とを,親 族関係者 と姻族関係者 とにわけて,そ れぞれの分 野にみ

られる二者間の社会的地位について述べ るこ とにす る。

　 親族 関係 にある人び との社会的地位を決定する要因 と して,上 記の禁忌事項 との関

連で は,つ ぎの基準があげ られる。 それ は,

　 (1)男 か女 か

　 (2)世 代 が上か下 か

　 (3)相 対 年齢が上か下 か

　 (4)同 一clan成 員 か否 か

とい った二項要素で ある。

　 上にあげた禁忌事項を守 らなければ な らな い二者間の親族 カテゴ リーを・4つ の要

因で整理す ると,表7の よ うにな る。 この表 か ら,親 族 関係 にある二者間で社 会的地

位 が問題 にされ るのは,異 世代間で は,同 一clan成 員 の男性 のあいだ においてのみ

12)忌 避行動と冗談行動とを行動様式の両極とみなし,そ れらの中間に存在する行動様式を連続

　 体として位置づけようとする試みは松園によってなされている[松 園　 1979a・b]。 ここに掲げ

　 た,行 動様式の指標は,松 園に依拠している[松 園　1979a:187-188]。
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表7社 会 的 地 位 決 定 の 要 因

カ テ ゴ リー
tukufayiy pwii(Ego男 性)

要 因

(1)男 か 女 か

(Ego男 性)

男

上

/

同

e1Bな どIFelBSな どlMBSな ど

男

(2)世 代 の 上 下 同

上

同

男

(3)相 対年齢の上下

(4)clan成 員 か 否 か

同

上

異

男

同

上

異

mwenge-

yang

(Ego女 性)

男

同

である。また,同 世代においては,異 性間と同性間においてである。そして,同 世代

の同性間では,相 対年齢が重要な要因になっている。

　それら4つ の要因の組み合せによって親族間の相対的な社会的地位が決定されるが,

表7か らつぎのことがいえる。まず,異 世代間では,同 一clan成 員の上位世代の男

性が下位世代の男性より地位が高い。そ して,同 世代間では,男 性が女性よりも地位

が高.く,相 対年齢の年長者がそれの年少者より地位が高いということである。

　つぎに,姻 族間での社会的地位についてみると,姻 族は,自 己の親族の婚姻による

姻族と自己の婚姻による姻族 とでは様相を異にする。前者の場合は,自 己の親族関係

に基づいて相手との社会的地位が決められる。たとえば,自 己は兄の妻との関係にお

いては,兄 が自己より社会的地位が高いか ら,彼 女の地位も高いとみなされ,禁 忌事

項を守 らなければならない。逆に,自 己の女性キョウダイの夫は,自 己が女性キョウ

ダイより地位が高いから,彼 女の夫の地位は自己より低いとされる。後者の場合は,

自己の地位が妻のそれに準ずるために,妻 の親族関係に基づいて他者 との地位が決定

される。妻は,彼 女の男性キョウダイより地位が低いとみなされるために,自 己は,

妻の男性キョウダイに対 して禁忌事項の遵守が義務づけられている。また,妻 の姉の

夫 との関係においては,妻 が姉より年少者であるから地位が低いとされ,し たがって

自己は妻の姉の夫より地位が低い。

　 しか し,図6の ように,兄 弟姉妹婚が生 じた場合には,地 位は同格とみなされる。

Eはe'よ り,Aはa'よ りそれぞれ地位が高い.とみなされるので,　Eは,　 e'の 夫と

してのAよ りは地位が高いが,a'の 夫 としてはAよ り地位が低いとされる。このよ

うな関係にある二者は,相 互に,禁 忌事項を守 らな

ければならない。

　このように,親 族関係者のあいだでは,男 性が女

性に対 して禁忌事項を遵守するということは起 こら
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ないが,姻 族関係者とのあいだでは,と くに,自 己の男性親族の配偶者 とのあいだで

は,男 性が女性に対 して2epin　meω6伽 の禁忌事項を守 らなければならないという事

態が生ずる。 また,女 性は,彼 女の兄弟の妻に対 して,す なわち,姻 族の関係にある

女性間でも禁忌事項の遵守が義務づけられる場合 もある。 これ らは,い ずれも,自 己

の親族関係者の地位にその配偶者の地位が準ずるという考えかたに基づ くものである。

そして,姻 族関係によって,男 性間の地位が同格になることもある。

　以上でみたように,サ タワル社会の忌避行動に関連する相対的な社会的地位を決定

する要因としては,性,世 代,相 対年齢,clanが 重要である。 そして,異 世代間で

は,同 一clanの 上位世代の男性が下位世代の男性より地位が上,同 世代間では,男

性が女性より地位が上,相 対年齢の年長者がそれの年少者より地位が上 という3つ の

原則に従って,社 会的地位が定められる。 この親族関係者のあいだで決定 される原則

は,姻 族関係者にも適用される。 しか し,姻 族関係者における地位の決定には,そ の

3原 則のほかに,配 偶者(夫 と妻)が 同格の地位になるという原則が くわえられる。

　それらの3原 則 に基づいて,自 己より相対的な社会的地位が高いとみなされる親族

関係者は,男 性なら 嬬 吻 ψ,相 対年齢の上の クωあ,お よび男性のクψ 綴γ,女性な

ら,mωengePtang,相 対年齢の上のPωiiお よび2afakabrの カテゴリーにある人びとで

ある。

3.忌 避行動の性格

　第[1章 で述 べた禁忌事項 に は,二 者 間で一方 的に守 らなければな らない性質 のもの

と,両 方 がその遵守を義務 づけ られてい るもの とがある。 まず,一一方 的な忌避行動 と

しては,yepin me woonの す べての禁忌事項があげ られ る。 それ らの事項 に関 しては,

社 会 的地位 の低 いものがそれの高 い もの に対 して 一方的になされ る。 そ して,汐 翻π一

mwengeyangの禁 忌事項 において は,yepin　yuun,　yepin,waisor,yepin　 sepao,yepinkiekiy

に 関 しては,女 性 が男性 に対 して守 らなければな らない規範 である。 けれ ども,男 性

キ ョウダイには,そ れ らの禁忌 が規定 されていない。 た とえば,男 性 キ ョウダ イ は,

女 性 キ ョウダイが使用 した皿で食物 を食べて もよい し,彼 女 のす いか けの タバ コを口

に して もよい。 また,女 性 キ ョウダ ィのマ ットに男性 キ ョウダイが触 れて も禁忌 を破

った ことにはな らない。

　 しか し,yepin　 mangak,イ レズ ミを見せ ることの禁止 などは,女 性 キ ョウダ イだけ

に規定 された禁忌事項 とい うよ りは,男 性 と女性相互に 禁忌 と され る。 また,ノ 妙

あψω魏 について も男女双方 のキ ョウダィの禁忌事項 とみなされ る。 これ らの禁忌事

1039



国立民族学博物館研究報告　　5巻4号

項 は,い ずれも,性 的表現に関連する内容である。 このように,pininmwengeyangの

禁忌事項においては,一 方的な規範の遵守が義務づけられているものと,双 方が守 ら

なければならないものとがある。前者は,男 性の持 ち物や使用 した物への女性の直接

の接触を禁ずる忌避行動であり,後 者は性行為を暗示する言動や性的表現に関連 した

忌避行動である。

　 kkePasepinは,男 女間で相互に守 らなければならない禁忌事項である。 そしてこの

侃ψ郷吻 πの禁忌が,制 裁がなされるような厳格な行動規範として規定されるのは,

異性キ ョウダイ間の禁忌事項にみられる。pininmωenge1angの 性に関す る忌避行動は

耽御 ∫ψηの規定と密接に関連 しているとみなせよう。

　 以上で,禁 忌事項の内容によって,そ れが一方的性格か双方的性格かを分けたが,

ク吻 π膨 ωo'6ηにおいて も,婚 姻を契機にして双方的性格に変わることもある。 とくに,

兄弟姉妹婚がなされた場合には,親 族関係に基づくと一方的な尊敬行動であったもの

が,姻 族関係によって双方的なそれになる。

V.お わ り に まとめと結論一

　本稿では,サ タワル社会で観察される忌避行動を,対 人関係において規定される行

動規範の分析をとおして考察してきた。行動規範とされる禁忌事項は,地 位の高い人

に対する禁忌(yepin me woon),異 性キョウダイ間の禁忌(pininmuvenge2ang),こ とばの

禁忌(kkepasepin)の3つ に分けられる。yepin　mewoonの 禁忌事項の内容は,尊 敬語の

使用,身 体への直接接触の禁止,低 姿勢の保持である。尊敬語は,人 間の感覚器官や

それの作用に関する語彙に集中している。身体接触においては,と くに肩か ら上の身

体部位への接触の禁止であり,姿 勢のとりかたにおいては,常 に相手より高い姿勢を

とらないという規制である。 これら嫉 いずれも,相 手を自己より空間的に高いとこ

ろにお く象徴的な行為である。pininmwengeyangの それは,身 体上部につけられた物,

寝具および局部をカバーする衣類への接触の禁止と性的表現に関する言動の禁止であ

る。kkepasepinに おいては,生 殖器,排 泄や性的行為に関する語彙の使用禁止がおも

なものである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　それ らが規定される対人関係における親族カテゴリーは,2ψ η膨 ω6動に関しては,

異世代間では,同 一clanの 男性間に限 られる。それに対 し,同 世代間では,同 性お

よび異性キョウダイ間に規定されているが,男 性キョウダイから女性キョウダイへは,

禁忌事項の遵守が義務づけられていない。pininmwengeyangに おいては,異 性キョウ
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ダィ間 に規定 され る規範で あるが,性 的表現 の禁止以外 は,女 性 キョウダ イが男性 キ

ョウダ イに対 して守 らなければな らない禁忌事項 とされて いる。

　親族 カテゴ リーにあ る二者間での禁 忌事 項の遵守 は,そ れ らの相対的 な社会的地位

によ って決定 され る。 サタ ワル社会で は,二 者 間の地位 を定 めるの は,異 世代間で は,

同 一clanの 上 位世代 の男性が下位世代 の男性 よ り地位が高 い,同 世代間 では,男 性

が女 性よ り地位 が高い,相 対年齢の年長者が それの年少者 より地位が高い,と い う3

つ の原則 である。 それ に,姻 族関係者 とのあ いだで は,配 偶者 ど うし(夫 と妻)は,

それぞれ,同 格の地位 におかれ るとい う原則が くわ え られ る。

　以上の ようにま とめ られ るサタ ワル社会 の忌避行動 においては,そ の特徴 としてつ

ぎの3点 を指摘する ことが できる。

　一つ は,禁 忌事項 が異性 キ ョウダイ間 に,と くに多 く規定 されている点であ る。従

来 の忌避関係 についての報告 によると,相 互 に顔 を合せ ることも避けなければな らな

いよ うな極端な忌避 関係 は,ア フ リカ社会 で は,男 性 と妻の両親(妻 の母 ない し父),

す なわち男性 と義父母 とのあいだで顕著 にみ られる こと が 指 摘 さ れて きた[松 園

1979a:192;長 島　 1972:130;SwEETsER　 l966:306]。 それ に対 し,ポ リネシァ,

ミクロネ シアのオ セアニア社会 において は,そ れ らのあいだでの忌避関係 が報告 され

ていない[SwEETsER　 I966;306]13)。 後 者で は,隣 接世代 の親族(血 族)の あいだ

での厳格 な忌避行動が顕著 であり,ま た異性 キ ョウダ ィ間で も観察 され る。 た とえば,

トンガ諸 島において は,子 供 と父 の姉妹 とのあいだ に,ほ かの関係者 とのあいだ より

も,よ り厳格 な行動規範が規定 ざれて いる。.子供 は,一彼女 の身体,食 物 衣類 ベ ヅ

ドに触れ ることや,彼 女 の死体 が置かれて ある部屋へ入 ることが 妙 πとされて いる。

兄弟姉妹間で も,10歳 をす ぎるとおたがいに裸体 を見せ ること,衣 類,ベ ッド,ス ー

ツケースにさわ ること,同 じ部屋で同席 した り寝 たりす ること,共 食す ることを禁 じ

られてお り,相 互 に丁寧 な ことばを 使用 しなければな らない とされてい る[AOYAGI

1966:161-162;GIFFoRD　 l929:17-21;KAEppLER　 l971:177;KocH　 1955:

68-69]。 サ モアにおいては,異 性 キ ョウダ イ間での相互の会話,共 食,身 体接触,

相手 の物の使用な どが禁 じられている[MEAD　 l930:138]。 と ころが,ミ クロネシ

アの諸社会 にお いて は,隣 …接世代間の親族 関係者 のあいだよりも,同 世代 の異性 キ ョ

ウダィ間での性的表現に関 する言動の回避 な どの忌避行動が と くに強調されて報告 さ

れてい る[GooDENouGH　 l951:116-117;MARsHALL　 l972:54;MAsoN　 1954:

13)Sweetserの 研 究 によ る と,ア フ リカ の部 族社 会 でparent-in-law　 avoidanceが み られ るの は,

　22社 会 の うち16社 会 に のぼ る。 ポ リネ シァ,ミ ク ロネ シアで は,5つ の社 会 しか と りあ げ られ

　 て な いが,そ れ らで は,一 例 も報 告 され て いな い[SwEETsER　 1966:306]。
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203-204;SPoEHR　 　1945:195-196]。

　 この ように,異 性 キ ョウダ イ間の忌避行動 は,サ タワル社会 に限 らず,ミ クロネシ

ァ,ポ リネ シアの諸社会 にも共通 にみ られ る行 動規範 とみなす ことがで きる。 けれ ど

も,そ れ らの諸社会 における忌避行動 の内容 は,異 性 キ ョウダ ィ相互が,遵 守すべ き

性格の ものである。 サタワル社会 にお けるそれ は,女 性 キ ョウダイの男性 キ ョウダ イ

に対す る一方的な尊敬行 動と して の禁忌事項が,多 く規定 されてい る点で,ほ かの社

会 と較べ きわだ った特徴 を示 して いる。 この一方的尊敬行動 は,ク 吻 η膨 ωあη に典

型的 にみ られるよ うに,「 女 は常 に男 の下 にいなければな らない」 とい う考 えに基づ

き,相 対的な社会 的地位の上下関係 によって決定 される。

　他方,異 性 キ ョウダイ間の行動規範 で,pininmwengeyangの うち,性 的表現 に関連

す る禁忌事項 は,男 女 相互 が守 らなければな らな い性格 の ものであ る。 これに関連す

る忌避行動 は,オ セアニアの諸社会 に共通 してお り,そ れ らの社会の忌避 の性格 と比

較す る必要があ る。 それ と同時 に,異 性 キ ョウダ イ間 の忌避行動 は,近 親相姦禁忌 に

基づ く婚姻規制 の問題 との関連で考察 されなければな らない。

　二 つめは,yepin me woonの 忌 避行 動が,親 族 ・姻族間でな され るとい う点 である。

これは,ミ クロネシアの諸社会 と比較す ると,サ タワル社会の特徴 とみなされる。 ト

ラック諸島,ロ モナム社会 にお いて は,サ タワル社会 と同様に,pin me woonと よ ば

れる禁忌事項が報告 されている[GoooDENouGH　 1951:111-116]。 そ こでは,　 pin

me woonの事 項 に,①faajroと よ ばれる丁寧 な 挨拶 ことば,②jopworo(腰 を かが

め る姿勢),③ 目上の人 との同席の回避,④ 目上の人 か らの要求の拒否の禁止,⑤

丁 寧な ことばつかい,(6)foosun fiwuuwと よ ばれる粗野な ことばの使用禁止 の6つ が

あげ られている。 これ らの禁忌事項 は,自 己と親族 ・姻族 カテゴ リーにある人 びとと

のあいだ に規定 され るだけでな く,地 区の首長や伝統的諸 知識 を保有す る人(jitag)

に対 して も適用 され る。 そ して,自 己の親族 カテゴ リーにある人で も,二 者 の関係 に

基づいてそれ らの禁忌事項のい くつかを守 ればよいとされて いる。 しか し,非 親族関

係者 であ る地区の首長や ブitagに 対 しては,そ れ ら6つ の禁忌事項のすべての遵守 が

要求 され る。

　 また,ポ ナペ社会 に も,wahuと よ ばれ る,「 尊敬,権 威,威 信,聖 な るもの,名 誉,

礼儀 作法」を意味す る行動規範が規定 されている[森 岡　 1980:59-65]。 この規範 は,

親 族 ・姻族 関係者(兄 弟 と姉妹,性 の異なる親 と子,同 性 の義兄弟,同 一氏族 成員)

の あいだ以外 の,一 般の人び とと首長 とのあいだで も規定 されている。

　 サタワル社会 において は,島 を統率す る最高責任者 としての首長の地位 には,3つ
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の首長(somwon)clanの 最高位者がつくが,彼 らに対する島の人びとの忌避行動は,

同 じclanの 上位世代の男性 という親族関係に基づいてなされる。 自己と首長とが非

親族 ・姻族関係にあれば,禁 忌事項を遵守することが義務づけられていない。また,

伝統的な航海術を修得 した人や嵐をしずめる知識を保有する長老などに対する忌避行

動 も,そ れ らの地位に帰因する性質のものではな く,親 族カテゴリーに基づいてなさ

れる。このように,サ タワル社会における忌避行動に関する社会的な地位関係が,親

族 ・姻族カテゴ リーにある人びとよりほかの人びとに拡大されないということは,サ

タワルでは,社 会階層の分化がそれほど発達 していないことと関連 してレ・るといえよ

う。

　三つめは,サ タワル社会では,"極 端な"忌 避関係にくらべ,"積 極的な"冗 談関係

がみられないという点である。"積 極的な"冗 談関係 というのは,相 手に狸褻な性的

表現をすることや悪態をつくことなどが認められ,と きにはそうすることが強要され

るような二者間の関係をさす。前でふれたように,サ タワル社会では,物 を無断で借

用しても替められないといった比較的自由な,「 気やすい」関係は,父 方のオジとの

あいだでみられる。　しかし,そ のあいだでも,悪 罵をなげかけることは慎まなけれ

ばならないとされている。 このように,母 方のオジや異性キョウダイ間でみ られるよ

うな,制 裁をともなった忌避行動の存在 にくらべて,冗 談関係が認められていないこ

とに関しては,サ モア社会で も指摘 されて いる。Meadに よると,「 サモアには

avoidanceは,極 度に発達 しているが,厳 格にいうと,　jokingは ない」と報告され

ている.[MEAD　 1930:-138]。

　 しかし,"積 極的"な 冗談関係との関連で注 目されるのは,サ タワル社会において

は,島 の男女間で厳 しい禁忌とされている性的表現についての言動が,島 の女性と他

島から訪れてきた男性とのあいだでは許容されるfayi roopwutの 慣行の存在である。

島の女性と他島の男性 とのあいだに くりひろげ られる性的な表現を歌詞にもりこんだ

歌や性的挑発のしぐさなどの無礼講は,冗 談関係を親族 ・姻族関係者間に限定せずに

とらえるなら,"積 極的な"冗 談関係 として位置づけることも可能である14)。

　本稿で述べてきた忌避行動の分析は,サ タワルの親族体系を理解するための一つの

手がかりであるが,さ らに,婚 姻,親 族行動,政 治組織,島 嗅間航海などとの関連に

おいて考察されなければならない。それらとの関連については,今 後,別 稿において

論ずる予定である。

14)サ タワル島の女性と他島からの男性とのあいだにみられる無礼講的な"歓 待"の 解釈につい

　ては,本 館の友枝啓泰助教授からコメントをいただいた。
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